
特定操縦免許制度に係る乗船履歴証明書類 記載要領

交替勤務制船舶一括届出船舶A① A②又は
第５号様式 特定操縦免許制度に係る乗船履歴

証明書（一括届出又は交替勤務制船舶用）
→

（例）14日間病気休
暇を取得した場合。
（１月を30日として
計算し、①～③に該
当する日があれば
雇入期間から除外）

－乗船履歴のカウント方法ー

・ 雇入期間（雇入日～雇止日）を乗船期間
としてカウントします。

※勤務表又はローテーション表上の公休日（シフ
ト上、陸上休暇員等となっている期間）も乗船
日数にカウントされます。

・ ただし、以下の期間は乗船日数にカウントでき
ませんので、「乗船日数」の欄にはこれらを除外
した日数を記入してください。

①対象外船舶（総トン数200トン以上の船舶又
は平水区域のみを航行する船舶）に乗り組ん
だ期間

②船長、航海士、甲板部員 以外の職務で乗り組
んだ期間

③病気休暇、有給休暇その他の自己都合による
休暇により、一括届出又は交替勤務制船舶の
乗船勤務体制から完全に離脱した日

＜記入例＞

申請時点で雇入中
の場合、証明日を
雇止日として記入。

一括届出の対象と
なっている船舶を記
入。
※対象外船舶は書か
ない。


